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�６５歳以上の方で、特別徴収（年金から天引き）されている方の介護保険料は、平成１９年２月
に年金から天引きされた額と同額を「仮徴収」として、４・６・８月の年金支給月に天引きしま
す。また、昨年１０月からの徴収額が極端に増減した方は、６・８月の徴収額を変更して調整
します。

�１０月以降の介護保険料は、前年の本人所得と世帯の市民税の課税状況などにより算出した
（別表）年間保険料から、「仮徴収」で納めた額を差し引いた残りの額を「本徴収」として１０・１２・
平成２０年２月に支給される年金から天引きします。

�平成１９年４・６月から特別徴収が始まる方には、別途通知します。

�普通徴収（年金から天引きされず納付書払い・口座振替）の方は、平成１９年度分の納付通知書
を７月中旬に送付しますので、７月から来年２月までの８期に分けて納めてください。
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平成１９年度の保険料と計算方法対　　　象　　　者段階

基準額×０.５０×１２か月２２,８００円

生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で市民税が
世帯全員非課税の方１

世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入の合計が８０万円以下の方２

基準額×０.７５×１２か月３４,２００円世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金
収入の合計が８０万円を超える方３

基準額×１.００×１２か月４５,６００円世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民
税が非課税の方４

基準額×１.２５×１２か月５７,０００円本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額
が２００万円未満の方５

基準額× 1.５０×１２か月６８,４００円本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額
が２００万円以上の方６
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福祉用具購入費
住 宅 改 修 費 �������� �������

　これまでは、介護保険の被保険者が福祉用具の購入や住宅の改修を行った場合、費用の全額
を一度事業者に支払った後、申請により、9割分の払い戻しを受けていました。（償還払い制度）
　それが 4月からは、費用の 1割分を事業者に支払うだけで、残りの 9割分は、市が直接事業
者に支払う、受領委任払い制度が始まりますので、費用の支払方法が２通りになります。

受領委任払い制度は、市にあらかじめ登録している事業者のみの取り扱いになります。
なお、登録事業者は、市または、市内の居宅介護支援事業所にお問い合わせください。
※利用する場合は事前に申請が必要です。購入・工事前にケアマネジャーとご相談ください。
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